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精神科救急医療体制整備事業の実施について 

 

 

精神科救急医療体制整備事業につきましては、「精神科救急医療体制整備事業実施要

綱」により実施されているところです。 

今般、精神科救急医療体制整備事業実施要綱の一部が改正され、厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部長より各都道府県知事等宛てに通知が発出されるとともに、本会に

対しても周知方依頼がありましたのでご連絡いたします。 

 改正内容は、別添の新旧対照表にございますとおり、事業の対象となる時間帯や連携・

協力機関の明確化等の変更が行われております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市区

医師会及び関係医療機関への周知方についてご高配賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 
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公益社団法人日本医師会 会長 殿 

 

 

 

                   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

精神科救急医療体制整備事業の実施について 

 

 

 標記について、別添のとおり都道府県知事及び指定都市市長あてに通知しましたので、

御了知いただくとともに、関係機関及び関係団体等に対する周知等、事業に御協力賜るよ

うよろしくお願いいたします。 

 



障発０３２４第１９号

令和５年３月２４日

都 道 府 県 知 事
各 殿

指 定 都 市 市 長

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長

（ 公 印 省 略 ）

精神科救急医療体制整備事業の実施について

精神科救急医療体制整備事業については、平成２０年５月２６日付け障発第０５２６

００１号当職通知の別紙「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」（以下「実施要綱」

という。）により実施しているところであるが、今般、別添新旧対照表のとおり実施要

綱の一部を改正し、令和５年４月１日から適用することとしたので通知する。
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（別添）
○ 精神科救急医療体制整備事業の実施について（平成２０年５月２６日 障第０５２６００１号厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部⻑
通知）

【新旧対照表】
（変更点は下線部）

改正後 現 行

障発第０５２６００１号
平成２０年５月２６日

一部改正 障発第０５０７００１号
平成２１年５月７日

一部改正 障発０３３０第２０号
平成２２年３月３０日

一部改正 障発０４２５第２号
平成２３年４月２５日

一部改正 障発０３２９第２号
平成２４年３月２９日

一部改正 障発０３３１第１９号
平成２６年３月３１日

一部改正 障発０４２４第８号
平成２７年４月２４日

一部改正 障発０９２０第１号
平成２８年９月２０日

一部改正 障発０４１８第６号
平成２９年４月１８日

一部改正 障発０３２９第７号
平成３０年３月２９日

一部改正 障発０３１８第１号
平成３１年３月１８日

一部改正 障発０３０４第２号
令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日

一部改正 障発０３３０第１号
令和４年３月３０日

一部改正 障発０３２４第１９号
令和５年３月２４日

障発第０５２６００１号
平成２０年５月２６日

一部改正 障発第０５０７００１号
平成２１年５月７日

一部改正 障発０３３０第２０号
平成２２年３月３０日

一部改正 障発０４２５第２号
平成２３年４月２５日

一部改正 障発０３２９第２号
平成２４年３月２９日

一部改正 障発０３３１第１９号
平成２６年３月３１日

一部改正 障発０４２４第８号
平成２７年４月２４日

一部改正 障発０９２０第１号
平成２８年９月２０日

一部改正 障発０４１８第６号
平成２９年４月１８日

一部改正 障発０３２９第７号
平成３０年３月２９日

一部改正 障発０３１８第１号
平成３１年３月１８日

一部改正 障発０３０４第２号
令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日

一部改正 障発０３３０第１号
令和４年３月３０日
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改正後 現 行

都道府県知事
各 殿

指定都市市⻑

厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部⻑

精神科救急医療体制整備事業の実施について

（略）

別紙

精神科救急医療体制整備事業実施要綱

第１ 目的

精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」という。）は、緊急

な医療を必要とする全ての精神障害者等が、24時間 365 日、迅速か

つ適正な医療を受けられるように、都道府県又は指定都市（以下「都

道府県等」という。）が、精神科救急医療体制を確保することを目的

とする。

精神科救急医療体制については、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。）が一部

改正され、精神保健指定医の精神科救急医療体制の確保に対する協

力義務が規定されるとともに、都道府県等に対しては精神科救急医

療体制整備の努力義務が規定され、平成 24 年４月１日から施行され

都道府県知事
各 殿

指定都市市⻑

厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部⻑

精神科救急医療体制整備事業の実施について

（略）

別紙

精神科救急医療体制整備事業実施要綱

１ 目的

精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」という。）は、緊急

な医療を必要とする全ての精神障害者等が、迅速かつ適正な医療を

受けられるように、都道府県又は指定都市（以下「都道府県等」とい

う。）が、精神科救急医療体制を確保することを目的とする。

精神科救急医療体制については、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。）が一部

改正され、精神保健指定医の精神科救急医療体制の確保に対する協

力義務が規定されるとともに、都道府県に対しては精神科救急医療

体制整備の努力義務が規定され、平成 24年４月１日から施行された
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改正後 現 行

た。

また、令和４年６月９日にとりまとめられた「地域で安心して暮ら

せる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書において、

精神科医療の提供体制の充実には、精神保健に関する「本人の困りご

と等」への支援を行う平時の対応を充実する観点と、精神科救急医療

体制をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等に

よる患者の緊急のニーズへの対応を充実する観点が必要であるとさ

れていることも踏まえ、都道府県等は、精神科救急情報センター、搬

送体制、精神科救急医療、身体合併症救急医療等を地域で確保できる

ように本事業を用いて整備を行うものとする。

なお、体制整備に当たっては、精神科救急医療体制連絡調整委員会

等の意見を聴くこと等により、地域の実情に十分配慮すること。

第２ 事業の実施主体

（略）

ところである。

そのため、都道府県等は、精神科救急情報センター、搬送体制、精

神科救急医療、身体合併症救急医療等を地域で確保できるように本

事業を用いて整備を行うものとする。

なお、体制整備に当たっては、精神科救急医療体制連絡調整委員会

等の意見を聴くこと等により、地域の実情に十分配慮するものとす

る。

２ 事業の実施主体

本事業の実施主体は、都道府県等とする。ただし、事業の内容に応

じて、その一部を都道府県等が適当と認める団体に委託できるもの

とする。

なお、管内に指定都市のある道府県においては、当該市と有機的連

携をもって本事業の実施に努めるものとする。



4

第３ 事業の内容

本事業は、一般の救急医療体制の中で実施することを原則とする

が、精神科医療施設の分布状況等を勘案し、地域の実情に応じて実施

できることとし、概ね以下の内容を有する精神科救急医療体制を構

築するものとする。

また、医療計画等における救急医療の確保に関する事業に係る医

療連携体制として、一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有

する医療機関との連携を図るものとする。なお新興感染症等への対

応を含めた医療体制の整備が求められていることに留意すること。

１ 精神科救急医療体制連絡調整委員会等

精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための精神科救急医療体

制連絡調整委員会等（以下「委員会等」という。）を必ず設けるとと

もに、精神科救急医療体制連絡調整委員会については少なくとも年

１回以上開催すること。この委員会等は、都道府県、指定都市、医師

会、精神科医療機関、精神科病院協会、精神神経科診療所協会、警察、

消防機関、救急医療対策事業に基づく救急医療情報センター並びに

救急医療体制及び各センター等（以下「一般救急システム等」とい

う。）、公的医療機関等の関係者によって構成されるものであり、医療

計画等に基づく救急医療対策における関係機関による連絡会議等と

の間で、精神障害者等の移送の実施体制や身体科と精神科との連携

体制の構築を含め、十分な連携及び調整を図るため、次の取組を通じ

て精神科救急医療圏域（以下「圏域」という。）毎の精神科救急医療

３ 事業の内容

本事業は、一般の救急医療体制の中で実施することを原則とする

が、精神科医療施設の分布状況等を勘案し、地域の実情に応じて実施

できることとし、概ね以下の内容を有する精神科救急医療体制を構

築するものとする。

また、医療計画等における救急医療の確保に関する事業に係る医

療連携体制として、一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有

する医療機関との連携を図るものとする。

（１）精神科救急医療体制連絡調整委員会等

精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための精神科救急医療体

制連絡調整委員会等を必ず設けるとともに、精神科救急医療体制連

絡調整委員会については少なくとも年１回以上開催すること。この

委員会等は、都道府県、指定都市、医師会、精神科病院協会、精神神

経科診療所協会、消防機関、一般救急医療機関等の関係者によって構

成されるものであり、委員会等は、医療計画等に基づく救急医療対策

における関係機関による連絡会議等との間で、精神障害者等の移送

の実施体制や身体科と精神科との連携体制の構築を含め、十分な連

携及び調整を図るため、次の取組を通じて精神科救急医療圏域（以下

「圏域」という。）毎の精神科救急医療体制の状況について事業の評

価・検証を行い、圏域毎の実態に応じた精神疾患を有しながら身体合

併症を有する患者（以下「身体合併症患者」という。）を含む精神科
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体制の状況について事業の評価・検証を行い、精神疾患を有しながら

新興感染症等を含む身体合併症を有する患者（以下「身体合併症患

者」という。）を含む精神障害者等への精神科救急医療体制機能の整

備を圏域毎の実態に応じて図るとともに、圏域毎の精神科救急医療

体制について関係者間の相互理解を深めること。また、特定の医療機

関に負担が集中しないように、例えば、夜間休日における精神科救急

外来と精神科救急入院を区分して受入体制を構築する等、地域の実

情を踏まえて連携体制を検討すること。

（１） 精神科救急医療体制連絡調整委員会

都道府県等における各年度の精神科救急患者や身体合併症患者の

状況、圏域の人口、地理的状況等を総合的に評価した上で圏域を設定

するとともに、圏域毎において確保した精神科救急医療体制を総合

的に評価することとし、圏域の設定や圏域毎の救急医療提供体制の

検討及び見直しにつなげること。

（２） 精神科救急医療体制及び身体合併症患者の医療提供体制に

係る検討部会

（１）で設定した圏域毎に、精神科救急医療に関する地域資源を把

握するとともに、都道府県等内における精神病床を有する医療機関、

身体合併症患者に関する地域資源及び夜間・休日の対応を行ってい

る精神科を標榜する診療所等を十分把握し、より効果的かつ効率的

な連携体制について検討し、運用ルール等の策定や地域の課題抽出

救急医療体制機能の整備を図るとともに、圏域毎の精神科救急医療

体制について関係者間の相互理解を深めること。また、特定の医療機

関に負担が集中しないように、例えば、夜間休日における精神科救急

外来（初期救急医療）と精神科救急入院（第二次救急医療、第三次救

急医療）を区分して受入体制を構築する等、地域の実情を踏まえて連

携体制を検討すること。

ア 都道府県等精神科救急医療体制連絡調整委員会

都道府県等における各年度の精神科救急患者や身体合併症患者の

状況、圏域の人口、地理的状況等を総合的に評価した上で圏域を設定

するとともに、圏域毎において確保した精神科救急医療体制を総合

的に評価することとし、圏域毎の救急医療提供体制の検討につなげ

ること。

イ 圏域毎の精神科救急医療体制及び身体合併症患者の医療提供

体制に係る検討部会

アで設定した圏域毎に、精神科救急医療に関する地域資源を把握

するとともに、精神科病院協会及び都道府県等内における身体合併

症患者に関する地域資源や夜間・休日の対応を行っている精神科を

標榜する診療所を十分把握し、より効果的かつ効率的な連携体制に

ついて検討し、運用ルール等の策定や地域の課題抽出を行うこと。
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を行うこと。なお、地域の実情に応じて、医師会、精神科病院協会、

精神科診療所協会、公的医療機関等と綿密な連携を図ること。

（３） 精神科救急医療体制研修事業

関係機関（精神科医療機関、一般救急システム等、公的医療機関、

警察、消防機関等）の実務者等に対して、委員会等で検討し取り決め

た精神科救急医療体制の運用上のルールの周知徹底を図ること。

また、個別事例の検討やグループワーク等を通じて地域の精神科

救急医療体制の実情を関係者間で共有し相互理解を深めること。

ウ 精神科救急医療体制研修事業

関係機関（警察、消防、一般救急等）の実務者等に対して、本委員

会等で検討し取り決めた精神科救急医療体制の運用上のルールの周

知徹底を図ること。

また、個別事例の検討やグループワーク等を通じて地域の精神科

救急医療体制の実情を関係者間で共有し相互理解を深めること。
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２ 精神科救急情報センター

身体合併症患者も含め、緊急な医療を必要とする精神障害者等の

搬送先となる医療機関との円滑な連絡調整機能等を、「精神科救急情

報センター」として精神保健福祉センター、医療機関等、精神科救急

医療体制の中核となる機関等に原則 24 時間 365 日対応できるよう

整備するものとする。ただし、適切に情報を引き継ぐ体制を整備の

上、時間帯ごとに対応する機関等を変更することとしてもよい。

なお、当該センターには、以下の機能を的確に実施するため、精神

科の臨床経験を有する看護職員、精神保健福祉士、公認心理師等であ

って、当該地域の精神保健医療福祉に精通した者を配置するととも

に、当該センターの地域における役割を十分に考慮しつつ運営を行

うこと。

（１） 搬送先医療機関の紹介、一般救急システム等との連絡調整

緊急な医療を必要とする精神障害者等が、その状態に応じて、適切

な医療機関を受診できるよう、一般救急システム等又は消防機関等

からの要請に対して、委員会等で把握した外来受診可能な医療機関

又は入院可能な医療機関について、精神障害者等の状態に鑑みなが

ら、情報提供するとともに、要請した機関等と連携して受診又は入院

の調整を行う。

（２）精神科救急情報センター

身体疾患を合併している者も含め、緊急な医療を必要とする精神

障害者等の搬送先となる医療機関との円滑な連絡調整機能等を、「精

神科救急情報センター」として精神保健福祉センター、医療機関など

精神科救急医療体制の中核となる機関等に原則 24 時間 365 日対応

できるよう整備（ただし、時間帯により固定の担当機関を置き、適切

に情報を引き継ぐ体制を整備することも可とする。）するものとす

る。

なお、当該センターには、以下の機能を的確に実施するため、精神

科の臨床経験を有する看護職員、精神保健福祉士、その他当該地域の

精神保健福祉対策に精通した者を置くものとする。

ア 搬送先医療機関の紹介、一般救急システムとの連絡調整

一般の救急情報センターや救急医療機関、消防機関等からの要請

に対し、精神障害者等の状態に応じて都道府県等精神科救急医療体

制連絡調整委員会で把握した外来受診可能な医療機関又は入院可能

な医療機関を紹介する。
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改正後 現 行

（２） 移送の実施のための連絡調整

（略）

（３） 精神科救急情報センターの周知

精神科救急情報センターの機能が適切に発揮されるよう、精神科

医療機関、一般救急システム等、公的医療機関及び消防機関等への周

知を行う。

３ 搬送体制

（略）

イ 移送の実施のための連絡調整

法に基づく移送の適正かつ円滑な実施について、保健所等を支援

するために医療機関等との連絡調整を行う。

ウ 精神科救急情報センターの周知

精神科救急情報センターの機能が適切に発揮されるよう、救急医

療機関及び消防機関等への周知を行う。

（３）搬送体制

法第３４条に関する搬送体制の整備を図るとともに、消防機関、精

神科救急医療施設等の協力を得ながら、患者を速やかに搬送するこ

とが可能な体制を整備するものとする。
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４ 精神科救急医療確保事業

緊急な医療を必要とする全ての精神障害者等に対し医療の提供が

できる体制を整えるものとし、入院による医療を必要とする場合に

は入院ができるよう空床を確保すること。

都道府県知事⼜は指定都市市⻑（以下「都道府県知事等」という。）

は、地域の実情に応じて精神科救急医療確保事業が実施可能な医療

機関の中から、精神科救急医療施設を指定すること。

なお、法第 33条の７の規定により都道府県知事等が指定した応急

入院指定病院や精神病床を有する公的医療機関については、原則と

して精神科救急医療確保事業に参画させること。

また、圏域において外来診療による初期精神科救急患者への対応

を行うための体制確保が必要な場合には、外来対応施設を設置する

ことが望ましい。

さらに、精神科救急医療施設の指定に当たっては、委員会等におい

て地域の実情を踏まえた連携体制を十分に検討すること。

（１） 対象となる時間帯

精神科救急医療確保事業の対象は休日及び夜間の精神科救急医療

提供体制に限る。

また、夜間とは午後５時から翌日午前８時 30分までをいい、休日

とは次に掲げる日の午前８時 30 分から午後５時までをいう。

（４）精神科救急医療確保事業

緊急な医療を必要とする全ての精神障害者等に対し医療の提供が

できる体制（精神保健指定医のオンコール等による。）を整えるもの

とし、入院を必要とする場合には入院させることができるよう空床

を確保することとする。

都道府県知事⼜は指定都市市⻑は、地域の実情に応じて本事業が

実施可能な医療機関の中から、精神科救急医療施設として指定し実

施することとする。

なお、法第３３条の７の規定により都道府県知事又は指定都市市

⻑が指定した応急入院指定病院については、本事業の趣旨に鑑み原

則として精神科救急医療施設として指定を行い、本事業に積極的に

参画させることとする。

さらに、圏域において外来診療による初期精神科救急患者への対

応を行うための体制が充分ではない場合においては、外来対応施設

を設置することが望ましい。

（新規）
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なお、精神科救急医療体制整備事業においては、24時間 365 日、

都道府県等が、精神科救急医療体制を確保することを目的としてい

ることに留意すること。

ア 日曜日

イ 国⺠の祝⽇に関する法律（昭和 23 年７月 20日法律第 178 号）

に定める祝日及び休日

ウ 年末年始の日（12月 29 日から１月３日まで）

エ 週休二日制に伴う土曜日又はその振替日
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改正後 現 行

（２） 精神科救急医療施設

都道府県が設定した圏域毎に以下のような類型による精神科救急

医療施設を確保すること等により、緊急な精神科医療を必要とする

精神障害者等に精神科救急医療を提供できる体制を整備すること。

なお、新興感染症等への対応を含めた医療体制の整備が求められて

いることに留意すること。

また、精神科救急医療施設の指定に当たっては、委員会等において

地域の実情を踏まえた連携体制を十分に検討すること。

ア 病院群輪番型施設

重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するた

め、各圏域で、複数病院の輪番制により、医師及び看護職員を常時配

置（診療所等の当該医療機関以外の医師や看護職員が一時的に協力

することや、精神保健指定医の断続的な宿直又は日直勤務（以下「オ

ンコール」という。）等による対応も含むものとする。）し、入院が必

要な患者の受入れを含む診療体制を整備した病院を、委員会等にお

いて地域の実情を踏まえた連携体制を十分に検討した上で、病院群

輪番型施設として指定する。

なお、指定に際しては、保護室、診察室、面会室（ただし、場合に

より診察室と兼用とすることができる。）及び処置室（酸素吸入装置、

吸引装置等身体的医療に必要な機器を設置しているものに限る。）を

有していることを要件とする。

ア 精神科救急医療施設

都道府県が設定した圏域ごとに以下のような類型による精神科救

急医療施設を確保すること等により、２４時間３６５日、緊急な医療

を必要とする精神障害者等に精神科救急医療を提供できる体制を整

備すること。

（ア）病院群輪番型

各圏域で、複数病院の輪番制により医師・看護師を常時配置（診療

所を始めとした当該医療機関以外の医師が診療に一時的に協力する

ことも含むものとする。）し受入れ態勢を整備した病院や１時間以内

に医師・看護師のオンコール対応が可能な病院を病院群輪番型施設

として指定を行うものとする。また、診療応需の体制（入院が必要な

患者の受入を含む。）を整えていること。

なお、保護室、診察室、面会室（ただし、場合により診察室と兼用

とすることができる。）及び処置室（酸素吸入装置、吸引装置等身体

的医療に必要な機器を設置しているものに限る。）を有していること

を要件とする。
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改正後 現 行

イ 常時対応型施設

24時間 365 日、同一の医療機関において、重度の症状を呈する精

神科救急・急性期患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常

時配置（診療所等の当該医療機関以外の医師や看護職員が一時的に

協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含む

ものとする。）し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備

した病院を、圏域毎の常時対応型施設として指定する。なお、地域の

精神科救急医療体制の構築に際して、人口規模や面積等地域の実情

を踏まえ、特に必要な場合には、委員会等において地域の連携体制を

検討した上で、複数の施設を指定することができる。

また、当該医療機関については、原則として、「精神科救急急性期

医療入院料」又は「精神科救急・合併症入院料」に係る施設基準の届

出を行っている保険医療機関であって、「精神科急性期医師配置加

算」に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。た

だし、当該都道府県等が地域の中核的なセンター機能を持つ精神科

救急医療体制を構成する施設であると認めた保険医療機関について

はこの限りではない。

（イ）常時対応型

２４時間３６５日、同一の医療機関において、重度の症状を呈する

精神科急性期患者を中心に対応するため、医師・看護師を常時配置

（診療所を始めとした当該医療機関以外の医師が診療に一時的に協

力することも含むものとする。）し受入れ体制を整備した病院や１時

間以内に医師・看護師のオンコール対応が可能な病院を常時対応型

施設として指定を行うものとする。ただし、診療報酬において、「精

神科救急急性期医療入院料」又は「精神科急性期治療病棟入院料」若

しくは「精神科救急・合併症入院料」の算定を行っていること。

（同一都道府県等に前述の入院料を算定する病院が存在しない場合

にあっては、当該入院料の算定を計画しており、当該都道府県等が地

域の中核的なセンター機能を持つ精神科救急医療施設であると認め

た場合に限り、暫定的に認めることができる。）。また、診療応需の体

制（入院が必要な患者の受入を含む。）を整えていることを要件とす

る。

なお、保護室、診察室、面会室（ただし、場合により診察室と兼用

とすることができる。）及び処置室（酸素吸入装置、吸引装置等身体

的医療に必要な機器を設置しているものに限る。）を有するものとす

る。

（３） 外来対応施設

初期精神科救急患者の外来診療対応のため、病院群輪番型施設、常

イ 外来対応施設

外来対応施設においては、外来診療によって初期精神科救急患者
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改正後 現 行

時対応型施設及び身体合併症救急医療確保事業により指定されてい

ない医療機関であって、当該医療機関において医師や看護職員等を

配置し、入院要否の判断を含めた診療体制等を整備している場合に、

外来対応施設として指定を行うものとする。ただし、診療所（病床を

有さないものに限る。）にあっては、精神病床を有する医療機関との

連携により体制を確保すること。

なお、外来対応施設においては、既存の地域資源を活用しつつ、輪

番等の体制を構築するとともに、精神科救急医療施設の指定の実情

等の地域の実情に応じて、委員会等での検討を踏まえて指定するこ

と。

また、精神医療相談窓口と連携するとともに、精神障害者及び家族

が十分活用できるよう、管内の行政機関や医療機関を通じて広報す

るものとする。

の医療対応ができる体制を整えるものとする。診療所にあっては、精

神病床を有する医療機関との連携により体制確保を図るものとす

る。

なお、外来対応施設のうち、夜間、休日、全時間帯を同一の医療機

関において、対応する体制を整えている場合は、「常時型外来対応施

設」として指定するものとする。外来対応施設においては、既存の地

域資源を活用しつつ輪番等の体制を構築するものとする。

また、精神医療相談窓口と連携するとともに、精神障害者及び家族

が十分活用できるよう、管内の行政機関や医療機関を通じて広報す

るものとする。
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５ 身体合併症救急医療確保事業

身体合併症患者であって、緊急な医療を必要とする者に対して、精

神疾患に対する医療及び身体合併症に対する医療を適切に提供でき

る体制を構築するため、以下に示す精神科救急医療提供体制を確保

すること等により、24 時間 365 日、身体合併症患者に対して、身体

合併症に対する医療を含む精神科救急医療を提供できる体制を整備

すること。なお、新興感染症等への対応を含めた医療体制の整備が求

められていることに留意すること。

また、指定に当たっては、委員会等において地域の実情を踏まえて

連携体制を十分に検討するとともに、２つの圏域に１施設以上整備

するよう努めること。なお、委員会等における検討を踏まえて複数病

院を指定し、輪番制で対応することもできるものとする。

（１） 身体合併症救急医療確保事業の対象となる時間帯は４の

（１）に示したとおり。

（２） 身体合併症を有した重度の症状を呈する精神科救急・急性期

患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常時配置（診療所等

の当該医療機関以外の医師が診療に一時的に協力することや、精神

保健指定医のオンコール等による対応も含むものとする。）し、入院

が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備した病院を、身体合併

症対応施設として指定を行うものとする。指定に当たっては、原則と

して、次のいずれかの基準に該当する保険医療機関であること。

（５）身体合併症救急医療確保事業

精神疾患を有しながら、身体合併症患者に対し医療を提供できる

体制を有する医療機関を指定するものとする。（少なくとも２つの圏

域に１か所整備するよう努めること。）

また、本事業については、精神科救急医療体制連絡調整委員会等に

おける検討を踏まえて複数病院を指定し、輪番制で対応することも

できるものとする。

（新規）

（新規）
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ア 「精神科救急・合併症入院料」の届出を行っていること。

イ 「精神科救急急性期医療入院料」、「精神科身体合併症管理加

算」及び「精神科急性期医師配置加算」に係る施設基準の届出

を行っていること。

ウ 「精神病棟入院基本料」、「精神科身体合併症管理加算」及び

「精神科リエゾンチーム加算」に係る施設基準の届出を行って

いること。

ただし、同一都道府県等の医療機関が上記アからウまでのいずれ

にも該当しない場合や、地域の精神科救急医療体制の構築に際して

必要性を認める場合にあっては、当該都道府県等が地域の中核的な

センター機能を持つ身体合併症救急医療施設であると認めた保険医

療機関について、身体合併症対応施設として指定することができる。
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第４ 報告

都道府県等により指定された精神科救急医療確保事業に参画して

いる医療施設及び身体合併症対応施設は、その実績等について、月単

位で都道府県等に別紙様式１により報告することとする。また、都道

府県等は、報告内容に基づき各医療機関の稼働状況を把握するとと

もに、別紙様式２については、精神科救急医療体制連絡調整委員会等

における協議に際し、必ず提示すること。その際には、病院群輪番型

施設で担当する時間帯や常時対応型施設等において受け入れられな

かった事例について、件数とともにその内容を把握し、必要な対応等

について十分検討すること。なお、都道府県等は、都道府県等におけ

る精神科救急医療体制の年報として別紙様式２〜７を、翌年度４月

末までに遅滞なく厚生労働省へ報告すること。（報告については、精

神科救急医療体制整備事業報告様式の記載マニュアルに基づき作成

すること。）

第５ 経費の負担

（略）

４ 報告

都道府県等により指定された精神科救急医療施設等は、月単位で

都道府県等に別紙様式１により報告することとする。また、都道府県

等は、報告内容に基づき各医療機関の稼働状況を把握するとともに、

別紙様式２については、精神科救急医療体制連絡調整委員会等にお

ける協議に際し、必ず提示すること。なお、各都道府県等は、翌年度

４月末までに、都道府県等における精神科救急医療体制の年報とし

て別紙様式２〜７を厚⽣労働省に報告すること。（報告については、

精神科救急医療体制整備事業報告様式の記載マニュアルに基づき作

成すること。）

５ 経費の負担

都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費に

ついては、厚生労働大臣が別に定める「精神保健費等国庫負担（補

助）交付要綱」（以下「交付要綱」という。）に基づいて、予算の範囲

内で国庫補助を行うものとする。

なお、管内に指定都市のある道府県と当該市が共同で本事業を実

施する場合は、道府県と指定都市における経費の負担を明確にし、交

付要綱に基づいて個別に補助を受けるものとする。
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改正後 現 行

別紙様式１〜７ 別紙様式１〜７



別紙

精神科救急医療体制整備事業実施要綱

第１ 目的

精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」という。）は、緊急な医療を必要と

する全ての精神障害者等が、24 時間 365 日、迅速かつ適正な医療を受けられるように、

都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)が、精神科救急医療体制を確保

することを目的とする。

精神科救急医療体制については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

25 年法律第 123 号。以下「法」 という。）が一部改正され、精神保健指定医の精神

科救急医療体制の確保に対する協力義務が規定されるとともに、都道府県等に対して

は精神科救急医療体制整備の努力義務が規定され、平成24年4月1日から施行された。

また、令和 4 年 6 月 9 日にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医

療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書において、精神科医療の提供体制の充実に

は、精神保健に関する「本人の困りごと等」への支援を行う平時の対応を充実する観

点と、精神科救急医療体制をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症

等による患者の緊急のニーズへの対応を充実する観点が必要であるとされていること

も踏まえ、都道府県等は、精神科救急情報センター、搬送体制、精神科救急医療、身

体合併症救急医療等を地域で確保できるように本事業を用いて整備を行うものとす

る。

なお、体制整備に当たっては、精神科救急医療体制連絡調整委員会等の意見を聴く

こと等により、地域の実情に十分配慮すること。

第２ 事業の実施主体

本事業の実施主体は、都道府県等とする。ただし、事業の内容に応じて、その一部

を都道府県等が適当と認める団体に委託できるものとする。

なお、管内に指定都市のある道府県においては、当該市と有機的連携をもって本事

業の実施に努めるものとする。

第３ 事業の内容

本事業は、一般の救急医療体制の中で実施することを原則とするが、精神科医療施

設の分布状況等を勘案し、地域の実情に応じて実施できることとし、概ね以下の内容

を有する精神科救急医療体制を構築するものとする。

また、医療計画等における救急医療の確保に関する事業に係る医療連携体制として、

一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有する医療機関との連携を図るものとす

る。なお、新興感染症等への対応を含めた医療体制の整備が求められていることに留

意すること。



１ 精神科救急医療体制連絡調整委員会等

精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための精神科救急医療体制連絡調整委員

会等（以下「委員会等」という。）を必ず設けるとともに、精神科救急医療体制連

絡調整委員会については少なくとも年１回以上開催すること。この委員会等は、都

道府県、指定都市、医師会、精神科医療機関、精神科病院協会、精神神経科診療所

協会、警察、消防機関、救急医療対策事業に基づく救急医療情報センター並びに救

急医療体制及び各センター等（以下「一般救急システム等」という。）、公的医療

機関等の関係者によって構成されるものであり、医療計画等に基づく救急医療対策

における関係機関による連絡会議等との間で、精神障害者等の移送の実施体制や身

体科と精神科との連携体制の構築を含め、十分な連携及び調整を図るため、次の取

組を通じて精神科救急医療圏域（以下「圏域」という。）毎の精神科救急医療体制

の状況について事業の評価・検証を行い、精神疾患を有しながら新興感染症等を含

む身体合併症を有する患者（以下「身体合併症患者」という。）を含む精神障害者

等への精神科救急医療体制機能の整備を図るとともに、圏域毎の精神科救急医療体

制について関係者間の相互理解を深めること。また、特定の医療機関に負担が集中

しないように、例えば、夜間休日における精神科救急外来と精神科救急入院を区分

して受入体制を構築する等、地域の実情を踏まえて連携体制を検討すること。

（１）精神科救急医療体制連絡調整委員会

都道府県等における各年度の精神科救急患者や身体合併症患者の状況、圏域の

人口、地理的状況等を総合的に評価した上で圏域を設定するとともに、圏域毎にお

いて確保した精神科救急医療体制を総合的に評価することとし、圏域の設定や圏域

毎の救急医療提供体制の検討及び見直しにつなげること。

（２）圏域毎の精神科救急医療体制及び身体合併症患者の医療提供体制に係る検討部会

（１）で設定した圏域毎に、精神科救急医療に関する地域資源を把握するととも

に、都道府県等内における精神病床を有する医療機関、身体合併症患者に関する地

域資源や夜間・休日の対応を行っている精神科を標榜する診療所等を十分把握し、

より効果的かつ効率的な連携体制について検討し、運用ルール等の策定や地域の課

題抽出を行うこと。なお、地域の実情に応じて、医師会、精神科病院協会、精神神

経科診療所協会、公的医療機関等と綿密な連携を図ること。

（３）精神科救急医療体制研修事業

関係機関（精神科医療機関、一般救急システム等、公的医療機関、警察、消防機

関等）の実務者等に対して、本委員会等で検討し取り決めた精神科救急医療体制の

運用上のルールの周知徹底を図ること。

また、個別事例の検討やグループワーク等を通じて地域の精神科救急医療体制の

実情を関係者間で共有し相互理解を深めること。



２ 精神科救急情報センター

身体合併症患者も含め、緊急な医療を必要とする精神障害者等の搬送先となる医

療機関との円滑な連絡調整機能等を、「精神科救急情報センター」として精神保健

福祉センター、医療機関等、精神科救急医療体制の中核となる機関等に原則 24 時間

365 日対応できるよう整備するものとする。ただし、適切に情報を引き継ぐ体制を

整備の上、時間帯ごとに対応する機関等を変更することとしてもよい。

なお、当該センターには、以下の機能を的確に実施するため、精神科の臨床経験

を有する看護職員、精神保健福祉士、公認心理師等であって、当該地域の精神保健

医療福祉に精通した者を配置するとともに、当該センターの地域における役割を十

分に考慮しつつ運営を行うこと。

（１）搬送先医療機関の紹介、一般救急システム等との連絡調整

緊急な医療を必要とする精神障害者等が、その状態に応じて、適切な医療機関を

受診できるよう、一般救急システム等又は消防機関等からの要請に対して、委員会

等で把握した外来受診可能な医療機関又は入院可能な医療機関について、精神障害

者等の状態に鑑みながら、情報提供するとともに、要請した機関等と連携して受診

又は入院の調整を行う。

（２）移送の実施のための連絡調整

法に基づく移送の適正かつ円滑な実施について、保健所等を支援するために医療

機関等との連絡調整を行う。

（３）精神科救急情報センターの周知

精神科救急情報センターの機能が適切に発揮されるよう、精神科医療機関、一般

救急システム等、公的医療機関及び消防機関等への周知を行う。

３ 搬送体制

法第 34 条に関する搬送体制の整備を図るとともに、消防機関、精神科救急医療施

設等の協力を得ながら、患者を速やかに搬送することが可能な体制を整備するもの

とする。

４ 精神科救急医療確保事業

緊急な医療を必要とする全ての精神障害者等に対し医療の提供ができる体制を整

えるものとし、入院による医療を必要とする場合には入院ができるよう空床を確保

すること。

都道府県知事又は指定都市市長（以下「都道府県知事等」という。）は、地域の

実情に応じて精神科救急医療確保事業が実施可能な医療機関の中から、精神科救急

医療施設を指定すること。

なお、法第 33 条の７の規定により都道府県知事等が指定した応急入院指定病院や

精神病床を有する公的医療機関については、原則として精神科救急医療確保事業に



参画させること。

また、圏域において外来診療による初期精神科救急患者への対応を行うための

体制確保が必要な場合には、外来対応施設を設置することが望ましい。

さらに、精神科救急医療施設の指定に当たっては、委員会等において地域の実

情を踏まえた連携体制を十分に検討すること。

（１）対象となる時間帯

精神科救急医療確保事業の対象は休日及び夜間の精神科救急医療提供体制に限

る。

また、夜間とは午後 5 時から翌日午前 8 時 30 分までをいい、休日とは次に掲げ

る日の午前 8 時 30 分から午後 5 時までをいう。

なお、精神科救急医療体制整備事業においては、24 時間 365 日、都道府県等が、

精神科救急医療体制を確保することを目的としていることに留意すること。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年 7 月 20 日法律第 178 号）に定める祝

日及び休日

ウ 年末年始の日（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）

エ 週休二日制に伴う土曜日又はその振替日

（２）精神科救急医療施設

都道府県が設定した圏域毎に以下のような類型による精神科救急医療施設を

確保すること等により、緊急な精神科医療を必要とする精神障害者等に精神科救

急医療を提供できる体制を整備すること。

なお、新興感染症等への対応を含めた医療体制の整備が求められていることに

留意すること。

また、精神科救急医療施設の指定に当たっては、委員会等において地域の実情

を踏まえた連携体制を十分に検討すること。

ア 病院群輪番型施設

重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、各圏域

で、複数病院の輪番制により、医師及び看護職員を常時配置（診療所等の当該

医療機関以外の医師や看護職員が一時的に協力することや、精神保健指定医の

断続的な宿直又は日直勤務（以下「オンコール」という。）等による対応も含

むものとする。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備した病院

を、委員会等において地域の実情を踏まえた連携体制を十分に検討した上で、

病院群輪番型施設として指定する。

なお、指定に際しては、保護室、診察室、面会室（ただし、場合により診察

室と兼用とすること ができる。）及び処置室（酸素吸入装置、吸引装置等身体

的医療に必要な機器を設置しているものに限る。）を有していることを要件と

する。



イ 常時対応型施設

24 時間 365 日、同一の医療機関において、重度の症状を呈する精神科救急・急

性期患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常時配置（診療所等の当該

医療機関以外の医師や看護職員が一時的に協力することや、精神保健指定医のオ

ンコール等による対応も含むものとする。）し、入院が必要な患者の受入れを含

む診療体制を整備した病院を、圏域毎の常時対応型施設として指定する。なお、

地域の精神科救急医療体制の構築に際して、人口規模や面積等地域の実情を踏ま

え、特に必要な場合には、委員会等において地域の連携体制を検討した上で、複

数の施設を指定することができる。また、当該医療機関については、原則として、

「精神科救急急性期医療入院料」又は「精神科救急・合併症入院料」に係る施設

基準の届出を行っている保険医療機関であって、「精神科急性期医師配置加算」

に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、当該都道

府県等が地域の中核的なセンター機能を持つ精神科救急医療体制を構成する施設

であると認めた保険医療機関についてはこの限りではない。

（３）外来対応施設

初期精神科救急患者の外来診療対応のため、病院群輪番型施設、常時対応型施

設及び身体合併症救急医療確保事業により指定されていない医療機関であって、

当該医療機関において医師や看護職員等を配置し、入院要否の判断を含めた診療

体制等を整備している場合に、外来対応施設として指定を行うものとする。ただ

し、診療所（病床を有さないものに限る。）にあっては、精神病床を有する医療

機関との連携により体制を確保すること。

なお、外来対応施設においては、既存の地域資源を活用しつつ、輪番等の体制

を構築するとともに、精神科救急医療施設の指定の実情等の地域の実情に応じて、

委員会等での検討を踏まえて指定すること。

また、精神医療相談窓口と連携するとともに、精神障害者及び家族が十分活用

できるよう、管内の行政機関や医療機関を通じて広報するものとする。

５ 身体合併症救急医療確保事業

身体合併症患者であって、緊急な医療を必要とする者に対して、精神疾患に対

する医療及び身体合併症に対する医療を適切に提供できる体制を構築するため、

以下に示す精神科救急医療提供体制を確保すること等により、24 時間 365 日、身

体合併症患者に対して、身体合併症に対する医療を含む精神科救急医療を提供で

きる体制を整備すること。なお、新興感染症等への対応を含めた医療体制の整備

が求められていることに留意すること。

また、指定に当たっては、委員会等において地域の実情を踏まえて連携体制を十

分に検討するとともに、2 つの圏域に 1 施設以上整備するよう努めること。なお、

委員会等における検討を踏まえて複数病院を指定し、輪番制で対応することもで

きるものとする。



（１） 身体合併症救急医療確保事業の対象となる時間帯は 4の（1）に示したとおり。

（２） 身体合併症を有した重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対

応するため、医師及び看護職員を常時配置（診療所等の当該医療機関以外の医

師が診療に一時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対

応も含むものとする。）し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備

した病院を、身体合併症対応施設として指定を行うものとする。指定に当たっ

ては、原則として、次のいずれかの基準に該当する保険医療機関であること。

ア 「精神科救急・合併症入院料」の届出を行っていること。

イ 「精神科救急急性期医療入院料」、「精神科身体合併症管理加算」及び「精

神科急性期医師配置加算」に係る施設基準の届出を行っていること。

ウ 「精神病棟入院基本料」、「精神科身体合併症管理加算」及び「精神科リエ

ゾンチーム加算」に係る施設基準の届出を行っていること。

ただし、同一都道府県等の医療機関が上記アからウまでのいずれにも該当し

ない場合や、地域の精神科救急医療体制の構築に際して必要性を認める場合に

あっては、当該都道府県等が地域の中核的なセンター機能を持つ身体合併症救

急医療施設であると認めた保険医療機関について、身体合併症対応施設として

指定することができる。

第４ 報告

都道府県等により指定された精神科救急医療確保事業に参画している医療施設及び

身体合併症対応施設は、その実績等について、月単位で都道府県等に別紙様式 1 によ

り報告することとする。また、都道府県等は、報告内容に基づき各医療機関の稼働状

況を把握するとともに、別紙様式 2 については、精神科救急医療体制連絡調整委員会

等における協議に際し、必ず提示すること。その際には、病院群輪番型施設で担当す

る時間帯や常時対応型施設等において受け入れられなかった事例について、件数とと

もにその内容を把握し、必要な対応等について十分検討すること。なお、都道府県等

は、都道府県等における精神科救急医療体制の年報として別紙様式２～７を、翌年度

４月末までに遅滞なく厚生労働省へ報告すること。（報告については、精神科救急医

療体制整備事業報告様式の記載マニュアルに基づき作成すること。）

第５ 経費の負担

都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労

働大臣が別に定める「精神保健費等国庫負担(補助)交付要綱」（以下「交付要綱」と

いう。）に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

なお、管内に指定都市のある道府県と当該市が共同で本事業を実施する場合は、道

府県と指定都市における経費の負担を明確にし、交付要綱に基づいて個別に補助を受

けるものとする。



別紙様式１～７



様式1

施設名:

受診時間帯

該当項目に「1」を入

力

休日日中1 夜間

4-1精神科救急事業報告様式(医療機関宛(様式1))

精神科救急医療体制整備事業・施設月報

他の医療機.他の医療機.
邑

関(精神科:関(精神
.

以外)から,科)からの,

の紹介・転:紹介・転院:
院搬送 搬送

12

13

14

15

16

17
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19

20

21
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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34

35

36

37

38

39

40

41

該当項目に「1」を入力

複数回答不可

その他

0

小計

.

送

(転院搬送,

以外)

0

小計

邑

.

0

行政機関

,

0

:当事者(本:
:人、家^:

:による
受診)

0

小計

受診前相談による受療調整

該当項目に「1」を入力

邑

0

その他

.

0

セン

ター

.

0 0

.

.

.

0

邑

,

0

.

令和[ΣΣヨ年[ΣΣヨ月

非入院

該当項目に「1」を入力

複数回答不可

入

応

入院

0

:指置入院 1

47
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計
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当番日数:

指置

入院

邑

,

0

院
邑

医療
.

1 保護入院 1

0

日

00

月次総計
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任意
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,
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様式1(記載例)

施設名:

2

該当項目に「1」を入

力

休日日中1 夜間

本事業による受

診があった日付

のみを順に入力

7

のの

(神科 1 関(精神
以外)から:科)からの:

の紹介・転:紹介・転

精神科救急医療体制整備事業・施設月報

こうせ、ろうどぅ病院

医療機関名を入・診前相談による受療調整

該当項目に「1」を入力

受診経

該当項目に「1」を入力

複数回答不可

4-1精神科救急事業報告様式(医療機関宛(様式1))

任

入院

0

叉
同日に複

数受診が

あった場

合は同じ

日付を並

1

1

搬送

(転院搬送:

以外)

1

1

重複選択しない

小計

6

1

1

行政機関

1

1

17

1

9

.

1

1

1

1人、族等1
..

:による接:

受診)

3

令和

非入院

19

1

1

19

1

1

該当年を入

1

重複選択しない

1

1

1

1 1 10

その他

1

緊急

措入院

3

その他

1

1

該当項目に「1」を入

複数回答不可

入

応急

入院

1

1

小計

1

4年記載例

当番日数:

1

0

精神科救

セン

ター

2

19

1

それぞれの小計は月次総計と一致す

1

措

入院

1

重複選択しない

1

3

1

■いずれかのパターンで入力

1

19

該当月の当番日数総計を入

1

月次総計

院

医

保'コ、院

3

18日
該当月を入

1

10

様式1(記載伊D
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様式2 (4月)

圏域名 医療施設名 月問合計

受診時問帯

休日日中1 夜間

4-2精神科救急事業報告様式(自治体宛圏域情報(様式2,6))

他の医痩機,他の医療機.

(精神科:闘(精神
以外)から.科)からの,

の紹介・転:紹介・転院,
搬送院搬送

精神科救急医

受診経路

その他
非入院

戯急搬送

(転院搬送'

以外)
緊急

:指置入院:

制整備事業・月報(集計表)

受診前相譲による受療調

.

行政機関

:当事者(*:
:人、

:による宙接:

受)

措置

入院

.

.

入

応急

入院

令和区1ヨ年[Σ三回月

モの他

様式2(4月)
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様式2 (記載例)

圏域名 医療施設名

D丙兀

Eクリニツク

F病院

G医療センター

冒医療施設が所属
冒する精神科救急
旦医療圏域を記載

受診時間帯

休日日中 1

4-2 精神科救急事業報告様式(自治体宛一圏域情報(様式2,6))

Lクリニツク

M病院

N病院

0センター

P病院

夜間

他の医機:他の医療機:

(精神科:関(神

以外)から:科)からの:

の紹介・転:紹介・転院:

搬送院搬送

20

精神科救急医療体制整偏事業・月報(集計表)

受診前相談による受療調整受診経路

15

令和[ΣΣ11年[ΣΣΣ回月

: 2

救急

(転院

以外)

: 0

15

: 0

受療整な

: 2

指置入院

13

帰結

行政

18

1当(本1
1人、族等1
:1こよる接:

受診)

様式2(記例)

13

合計

10

13

医療

保入院

10

10

36

その他

15

その他

精神科救

報セン

ター

38

10

様式1(精神科救急医療体制整備事業・施設月報)を

医療機関毎に転載

10

17 25 18フフ 30

13

26

15

51

非入院



様式3

月

都道府県名

受診時間帯

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休日日中1 夜間

の医の医 .

関(神科1 関(神
..

以外)から 1科)からの 1
,邑

の紹介・転1紹介・転院1
.邑

院搬送 搬送

年間合計 0

措置

入院

帰結

入

応急

入院

0

精神科救急医療体制整備事業・全域年報

院

医

保護入院

受診経路

0

救急搬送

(転院搬送1 行政機関

以外)

0 0

.

.

0

.

.

1 当者(本 1
..

1 人、家族等 1
..

11こよる直接 1
.

受診)

任意

入院

0 0

.

.

.

その他

0 0

受診前相談による受療調整

神1神科救急124時間
1受療調整な冒

窓1報セン 1医療相
':し

ター 口

その他

00 00 0

.

00

邑

邑

0

非入院

0

緊急

措置入院

令和[1^年度
■
■

月
間
合
計

月
月
月

1
 
2
 
3



様式3 (記載例)

月

都道府県名 ..

受診時間帯

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

0

休日日中1 夜間

26

の医の医 ,

(精神科 1 関(精神
邑.

以外)から 1科)からの 1
.邑

の介・転1紹介・転院1
邑.

搬送院搬送

6 4

年間合計

51

帰結

入

応急

入院

4

17

院

医療

保護入院

30

25

精神科救急医療体制整備事業・全域年報

当該年度を入
受診経路

フフ

救急搬送

(転院搬送1 行政機関

以外)

18

任意

入院

13

邑

邑

26

.

18

.

1当者(本 1
邑

1 人、家族等 1
卓.

11こよる直接 1
..

受診)
..

36:

51 4

その他

13

8

.

6

0

受診前相談による受療調整

神科救急124時間
受邑

報セン 1医療相

ター 口

その他

44

.

.

0

3018 13

.

38

13

17

調整な

し

36

様式2(精神科救急医療体制整備事業・月報(集a十

冒

非入院

25

0

緊急

措置入院

418

令和[^年度

38

措」

入院

8

1
 
2
 
3

.

.

月
間
合

月
月
月

十
 
7

暑
后
 
7



様式4 精神科救急医療体制整備事業・精神医療相談事業年報

自治体名 自治体名を入力

設這場所:
設置場所名を入

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

4-3 精神科救急事業報告様式(自治体宛一全域情報(様式3,4,5,フ))

相談受付件数
精神科救急

への

報センター

介件数
医機関への紹介件数

0

医療機関へ紹介した件数のう

ち1か所の医療機関への連絡

で応需された件数

令和

0

年度

当該年度を入

様式4

0 0

■
■



様式5 精神科救急医療体制整備事業・精神科救急

自治体名

設這場所:

月

4-3 精神科救急事業報告様式(自治体宛一全域情報(様式3,4,5,フ))

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

相談受付件数

報センター年報

医機関への紹介件数

自治休名を入力

設置場所名を入

1医療機関へ紹介した件数のう
.

1ち1か所の医療機関への連絡
.

1で応需された件数

様式5

00

.

令和「、、、、、^年度

0



様式6 (1)

城内の市区村

A:精神科

を標橋す

る六学病

村属院敷

(楽 1)

殴敷

B:精神興を標椅

する大学付風病

病、

院敷(楽ユ)

域名

神輯救急医療体制

0

小計

霜神剥救急医按体翻

事炭

参画施設名

C:A、 B以外の精神

科を標欄する病院数

事桑・精神科敦急医療圏

、自治体で把握している城内Φ医怨機関敷

D:精神科診痩を行う

(病庫の有

無は陶わない)

隻軸^在,毛市臣司村各

医痘楠設区分

譲当垣目に「1」壹入力

福叡回吾不可

A:大学付属

病院【X

1)

42精神科教急事業報告様式自治体宛一

Dの集計における

倖的な要件

B・大掌付属

病院以外の

姥含病院

【×2】

応入院揺

^

Cモれ以外

α窮院

殴置主休

践当項目に「1」を入力

複壁回答不可

D・診探所

情報様式26

動 I D以外

の摺定病院

4

令和[1^年

精神料敦急医痘休割整●事集における施設類型

鰹堂項目に「1」を入力

1以外の

非括定病院

常時対応型

施殴

病院群輪番

型施設

身体合併症外来対応応

殴対応施股

(×1)国立大学法人を含む

(×3)聞設者における分類区分の庇細にっいては盤考資剥をご担照ください.(×4)精神保健福祉法第19条の8に基づく指定を受けた精神聿嶋院を指します'

(×2)内科、外科、産婦人科、眼科および亘咽嫉科を有する100東以上の病院(医師16:1、看護體員3:1、薬剤師70:1)

詫設数計 0

小計

様式6 U)

詫
劫
聞
,

"
が
'
個
'



隶式6 (本シート)は、精神科救急医療圏域1つにつき1シート作成してくたさい。シート名は変更しないてください。
神科救急医療体制整備業・精神科救急医療圏域報様式6 (記'例)

域内の市区町村:0市、 0市、 0町、 0町、 0村、 0村、 0村

A:精神科

をす

る大学病

付属院数

(※1)

医

B:精神科を

する大学付

院以外の総合

院数(※2)

施設数

ヘ

様式6(記載例)

神科救医療体制

整偏

C: A、

科を

B以外の精神

する病院数

、自治体で把握している圏内の医機関数

00

00

00

00

00

00

圏域

篇設が所在する市区町村名

D:精神科を行

(床のう診

有無は問わなし、)

医 ン

リニツク

医設区分

該当項目に「1」を入力

複数回答不可

B:大学付属

病院以外の C:それ以外

総合病院の病院

(※2)

A:大学付属

病院(※

1)

施設数計

4-2 精神科救急事業報告様式(自治体宛一圏域情報(様式2,6))

Dの における具体

的な要件

地名

や番

地は

標構する診療所数の合

き十

入院指

院数

それぞれの小計は

施設数計と一致す

設主

該当項目に「1」を入力

数回答不可

D:診療F斤

:公的病院

(開設者が

国、公的医療

機関、社会保

険関係団体)

1

自治休が把握している当該

圏域内の機関数を入力してく

ださい。

令和[一璽]年度

②:1以外

の指定病院

(※4)

Dの診療所数において、集計上

の具体的な要件を入力ください

4

小計

③:①以外の

非指定病院

神科救急医体制整

該当目に

当該年度を入力

常時対応型

施設

業における施設類型

「1」を入力

病院群輪番

型施設

2

小計

1

身体合併症外来対応施

設対応施設

1

(※ 1)国立大学法人を含む

(※3)開設者における分類区分の詳細につぃては参考資料をご参照ください。(※4)精神保健福祉法第19条の8に基づく指定を受けた精神科病院を指し言

(※2)内科、外科、産婦人科、眼科および亘昂咽喉科を有する100床以上の病院(医師16:1、看職員3:1、薬剤師70:1

圖
四

ー
ー
ー

ー
ー

3
7

ー
ー

2
 
7

分区るす当
.

該
レ

■
■
■

市
市
市

0
0
0
0



様式6 (参考資料)

4-2精神科救急事業報告様式(自治体宛一圏域情報(様式2,6))

開設者における分区分

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

国立高度専門医療研究センター

独立行政法人地域医療機能推進機構

都道府県

市町村

地方独立行政法

日赤

済生会

北海道社会事業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

健康保険組合及びその連合会

共済組合及びその連合会

国民健康保険組合

公益法人

医療法人

私立学校法人

社会福祉法人

医療生協

会社

その他法人

個人

国

公的医療機関

社会保険関係団体

医療法人

※「病院報告」における分類を参考に作成。

個人

様式6(参考資料)

①公的病院

①以外

↓

精神保健福祉法第19条の8に基づき

②:指定病院③:非指定病院を選択



様式7 精神科救急医療体制整備事業・連絡調整委員会運営事業年報等

自治体名:

報告項目

4-3 精神科救急事業報告様式(自治体宛一全域情報(様式3,4,5,フ))

精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための

精神科救急医療体制連絡調整委員会設置状況等

委員会等の名称

当該年度の開催総回数

2
圏域毎の精神科救急医療体制及び身体合併症患

者の医療提供体制に係る検討部会の設置状況等

参加者種別

名称が複数ある場合には

名称の異なる検討会であっても、

合計した総数で記載
当該年度の開催総回数

当該年度の開催会議数のうち、当

事者が参加した検討部会総数

関係機関(精神科医療機関、一般救急システム等、公的医療機関、察、消防機関等)の

実務者等に対する精神科救急医療体制研修の開催状況

精神科救急医療体制に係る課題と対応状況

回)市町村等(

回)医師会(

回)病院群輪番型施設(

回)常時対応型施設(

回)外来対応施設(

回)身体合併症対応施設(

回)E~G以外の精神科医療施設

精神科病院協会( 回)

精神神経科診療所協会( 回)

回)察(

回)消防機関(

回)精神科医療機関以外の一般医療機関(

一般救急システム等におけるメディカルコントロールの関係者

回)公的医療機関(重複可)(

当事者( 回)

厚労ハからの云項

自治体の実施要綱に関する事項

事業実績に関する事項

移送に関する事項

身体科との連携に関する事項

個々の事例の対応適切性に関する事後検証

その他(

3

実績

議題

参加者を0で選択し矣加回数

を入力

精神科救急医療体制に課題と対応状況に対する評価

精神科救急医療体制のうち、身体科との連携に係る対応状況

検討部会の名称

精神科救急医療体制のうち、身体科との連携に係る対応状況に対する評価

回)

検討された議題を0で選択

令和

自治体名を入力

名称か複数ある場合には「、」で

区切って記載

年度

議論された課題について、

名称の異なる委員会等であって

も、合計した総数で記載

開催(1年間の開催回数

未開催

当該年度を入

回)

様式7

B
C
D
E
F
G

B
C
D
E
F
G
H
I
1
K
L
M
N
O
R
 
A

A
B



【令和５年度以降版：医療機関用】 

精神科救急医療体制整備事業 

報告様式の記載マニュアル 

【医療機関の事務担当者の方へ】 

 

精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」）の報告については、本事業実施要綱

の第４に基づき、国が指定している統一の別紙様式１を用いて作成・報告する必要があ

ります。今般、報告様式の見直しに併せて、報告様式の記載マニュアルを更新いたしま

したので、報告の作成に当たりご活用下さい。 

  

１. 記録様式 

 夜間又は休日に貴院を救急受診した本事業の対象患者に関するデータを、１事例につ

き１行、「精神科救急医療体制整備事業・施設月報」（様式１）に記録して下さい。記録

するデータは、受診日、受診時間帯、受診経路、受診前相談による受療調整、帰結の５

項目で、個人情報は含まれません。この記録が他の全記録の基礎となる最も重要なデー

タとなります。 

 

２. 記録要領 

（１）数字は全て半角で記入してください。（別紙様式１には集計の都合上、半角数字

以外入力できません。） 

（２）様式１の最上段「当該年・月」と３行目の「施設名」及び「当番日数」（該当月

の当番日数の総計）を記入して下さい。 

（３）「受診日」には、当番日のうち、本事業の対象となる救急受診があった日の日付

を記入して下さい。 

（４）「受診時間帯」とは、診療を開始した時間帯 で、「夜間」又は「休日日中」のいず

れか一方です。どちらか１つの欄に 1 を記入 して下さい。本報告で定める夜間及

び休日とは、本事業実施要綱第３の４の（１）で定める通り、夜間とは午後５時か

ら翌日午前８時 30 分まで（午前８時 30 分に診療を開始した事例は含みません。）

をいい、休日日中とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日、

年末年始の日、週休二日制に伴う土曜日又はその振替日の午前８時 30 分から午後

５時まで（午後５時に診療を開始した事例は含みません。）と定義します。 

（５）「受診経路」について、下の「受診経路入力における留意点」を参考に、該当す

る項目欄に 1を記入 して下さい。複数該当する場合も 1つだけ選択して下さい。 

●受診経路の入力における留意点 

＊他の医療機関（精神科以外）からの紹介・転院搬送：医療機関への受診に際して、

精神科以外の他の医療機関からの紹介や転院搬送である場合に選択して下さい。 

＊他の医療機関（精神科）からの紹介・転院搬送：医療機関への受診に際して、他の

精神科医療機関からの紹介や転院搬送である場合に選択して下さい。 

＊救急搬送：医療機関への受診に際して、転院搬送を除く消防救急による搬送であっ

た場合に選択して下さい。 

＊行政機関：医療機関への受診に際して、他の医療機関からの紹介や救急搬送ではな

く、保健所や警察等の行政機関によるものである場合に選択してください。 

＊当事者（本人、家族等による受診）：医療機関への受診に際して、他の医療機関か



【令和５年度以降版：医療機関用】 

らの紹介や救急搬送による受診、行政機関によるものにも当てはまらない、当事者

（本人、家族等）による受診であった場合に選択して下さい。 

＊その他：医療機関への受診に際して、他の選択肢に該当しない場合に選択してくだ

さい。 

（６）「受診前相談による受療調整」には、医療機関への受診に際して「精神科救急情

報センター」又は「24時間精神医療相談窓口」での受療調整が行われた場合に、該

当欄に 1 を記入して下さい（両方選択可）。受療調整が行われなかった場合には、

「受療調整なし」に 1を記入して下さい。 

（７）「帰結」について、診察の結果、入院にならなかった場合は「非入院」に 1 を記

入、入院となった場合は入院形式の中から、該当欄に 1を記入 して下さい。 

（８）同日に複数の救急受診があった場合は、同じ日付で複数行にデータを記録 して

下さい。 

（９）同日中に同じ患者が再受診した場合は、別事例として扱ってください。 

（10）１ヶ月分の記録が完了したら、最終行のうち、受診日の列には受診者の総数、そ

れ以外の列には各列の合計値が自動計算されます。集計の関係上、エクセルの行数

や関数を変更ができないようになっておりますのでご留意ください。 

 

３. 月報の提出 

１ヶ月分の記録が完成したら、翌月の第２週末までに電子メールにて、都道府県又は

指定都市の精神科救急医療体制整備事業担当者あてに送信して下さい。 

 

４. データの管理と活用 

この施設月報を基礎データとして、本事業の実績報告が精神科救急医療圏域単位およ

び自治体単位で集計され、１年分の記録を集計した年報が厚生労働省に集約されます。 

これを分析した厚生労働科学研究報告書が公表されることがありますが、個々の医療

機関名など特定の医療機関に係る情報が公表されることはありません。 
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精神科救急医療体制整備事業 

実績報告様式の記載マニュアル 

【精神医療相談窓口・精神科救急情報センター担当者の方へ】 

 

精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」）の報告については、本事業実施要綱

の第４に基づき、国が指定している統一様式を用いて作成・報告する必要があります。

今般、報告様式の見直しに併せて、報告様式の記載マニュアルを更新いたしましたので、

報告の作成に当たりご活用下さい。 

 

１．報告様式 

 精神医療相談事業および精神科救急情報センター事業の担当者から報告して頂くの

は、事業実績に関する以下の年報です。 

 

（１）「精神科救急医療体制整備事業・精神医療相談事業年報」（様式４） 

 本事業に係る精神医療相談事業の実績件数を月別に集計した年報です。毎日の相談事

業を記録する台帳などから、夜間および休日日中に受けた相談の月間件数、緊急度が高

いと判断されたため、精神科救急情報センターにつなげた事例、精神科救急情報センタ

ーを介さずに医療機関（精神科救急医療施設以外も含む）を速やかに受診するよう助言

した事例、そのうち、１か所の医療機関への連絡で応需された件数などの月間件数を毎

月記録していくものです。ここでいう夜間とは、午後５時から翌日午前８時 30 分まで

（午前８時 30 分に相談を開始した事例は含みません。）、休日日中とは日曜日、国民

の祝日に関する法律に定める祝日及び休日、年末年始の日、週休二日制に伴う土曜又は

その振替日の午前８時 30 分から午後５時まで（午後５時に相談を開始した事例は含み

ません。）と定義します 。平日日中の相談は報告の対象になりません ので、ご注意下

さい。 

 毎月更新される表を「累計版」、１年分のデータが書き込まれた表を「完成版」と呼

びます。最新の累計版を、毎月第２週末頃を目途として、電子メールにて、行政担当者

に報告して下さい 。完成版は翌年度の４月末までに厚生労働省精神・障害保健課に提

出されます。 

 

 ※ 精神医療相談事業については令和２年度より、「精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築推進事業」（地域生活支援促進事業）の中で実施されています。 

 

（２）「精神科救急医療体制整備事業・精神科救急情報センター年報」（様式５） 

 本事業に係る精神科救急情報センター事業の実績件数を月別に集計した年報です。毎

日の相談記録から、夜間および休日日中に受けた相談の月間件数、緊急度が高いと判断

されたため医療機関（精神科救急医療施設以外も含む）を速やかに受診するよう助言し

た事例、そのうち、１か所の医療機関への連絡で応需された件数などの月間件数を毎月

記録していくものです。ここでいう夜間とは、午後５時から翌日午前８時 30分まで（午

前８時 30 分に相談を開始した事例は含みません。）、休日日中とは日曜日、国民の祝日

に関する法律に定める祝日及び休日、年末年始の日、週休二日制に伴う土曜又はその振
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替日の午前８時 30分から午後５時まで（午後５時に相談を開始した事例は含みません。）

と定義します。平日日中の相談は報告の対象になりませんので、ご注意下さい。 

 毎月更新される表を「累計版」、１年分のデータが書き込まれた表を「完成版」と呼

びます。最新の累計版を、毎月第２週末頃を目途として、電子メールにて、行政担当者

に報告して下さい 。完成版は翌年度の４月末までに遅滞なく行政担当者が厚生労働省

精神・障害保健課に提出するものになります。 

 

２．精神医療相談事業と精神科救急情報センターの役割分担について 

・精神医療相談窓口と精神科救急情報センターは、原則として別の場所もしくは別の回

線が設定され、それぞれ専任の職員が対応する事業です。同一のスタッフが相談対応

する場合は、様式４か５のいずれか１つの様式を用いて報告し、重複を回避して下さ

い。 

・現状において、精神医療相談窓口と精神科救急情報センターが別の場所に設置されて

いるか、もしくは別の回線が設定され、それぞれ専任の職員が対応している自治体に

ついては、別の事業として、それぞれに実績報告をして下さい。 

・平日の日中に精神保健福祉センターや保健所等で行われている電話相談や来所相談

は、危機的状態を未然に防止する機能はありますが、夜間・休日も定例的に行われて

いない限りは、本事業の報告対象とはなりませんので、ご注意願います。 
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精神科救急医療体制整備事業 

報告様式の記載マニュアル 

【都道府県・指定都市担当者の方へ】 

 

 精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」）の報告については、本事業実施要綱

の第４に基づき、国が指定している統一様式を用いて作成・報告する必要があります。

今般、報告様式の見直しに併せて、報告様式の記載マニュアルを更新いたしましたので、

報告の作成に当たりご活用下さい。 

「精神科救急医療体制整備事業報告様式の記載マニュアル」は、精神科救急医療体制

整備事業に係る実績報告の実務担当者に向けた以下の３部から成ります。 

 

【都道府県・指定都市担当者用】（本マニュアル） 

【医療機関用】 

【精神医療相談窓口・精神科救急情報センター用】 

 

１．報告様式の全容 

（１）「精神科救急医療体制整備事業・施設月報」（様式１） 

 本事業において都道府県知事又は指定都市市長が指定する精神科救急医療施設（以下

「医療施設」と略記）が、本事業の対象となった救急診療のうち、指定された項目（受

診日、受診時間帯、受診経路、受診前相談による受療調整、帰結の５項目）について１

事例１行に情報を記録していく表です。１か月分のデータがまとまったところで、医療

施設から行政担当者に報告してもらいます。この施設月報が、以下の様式２～３の基本

情報になります。 

 

（２）「精神科救急医療体制整備事業・月報（集計表）」（様式２） 

 行政担当者が、毎月、医療施設から報告される施設月報のデータについて、精神科救

急医療圏域（以下「圏域」と略記）を付記した上で、医療施設別に集計する月報です。

完成版を翌年度４月末までに遅滞なく、厚生労働省精神・障害保健課に提出して下さい。 

 

（３）「精神科救急医療体制整備事業・全域年報」（様式３） 

 様式２の各月の実績合計値を月毎に記録して行く全域の年報です。毎月更新される表

を「累計版」、１年分のデータが書き込まれた表を「完成版」と呼びます。完成版を翌

年度の４月末までに遅滞なく、厚生労働省精神・障害保健課に提出して下さい。 

 

（４）「精神科救急医療体制整備事業・精神医療相談事業年報」（様式４） 

 本事業に係る精神医療相談事業の実績件数を月別に集計した年報です。毎日の相談記

録に基づいて、夜間および休日日中に受けた相談の月間件数、１か所の医療機関への連

絡で応需された件数などを毎月記録していくものです。 

 毎月更新される表を「累計版」、１年分のデータが書き込まれた表を「完成版」と呼

びます。完成版を翌年度４月末までに遅滞なく、厚生労働省精神・障害保健課に提出し

て下さい。 
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（５）「精神科救急医療体制整備事業・精神科救急情報センター事業年報」（様式５） 

 本事業に係る精神科救急情報センター事業の実績件数を月別に集計した年報です。毎

日の相談記録に基づいて、夜間および休日日中に受けた相談の月間件数、１か所の医療

機関への連絡で応需された件数などを毎月記録して行くものです。 

 毎月更新される表を「累計版」、１年分のデータが書き込まれた表を「完成版」と呼

びます。完成版を翌年度の４月末までに遅滞なく、厚生労働省精神・障害保健課に提出

して下さい。 

 

（６）「精神科救急医療体制整備事業・精神科救急医療圏域情報」（様式６） 

 貴自治体が定める精神科救急医療圏に関する情報を記載するものです。精神科救急医

療圏域１つにつき１シート作成してください。当該圏域に含まれる市区町村名、自治体

で把握している圏域内の医療機関、医療施設区分、設置主体および精神科救急医療施設

名と本事業における施設類型（常時対応型施設、病院群輪番型施設、身体合併症対応施

設、外来対応施設）を記載して、翌年度の４月末までに遅滞なく、厚生労働省精神・障

害保健課に提出して下さい。なお、様式６は全 12 シート準備していますが、貴自治体

の圏域数に合わせて作成いただき、使用しないシートは何も入力しない ようにお願い

します。 

 

（７）「精神科救急医療体制整備事業・連絡調整委員会運営事業年報等」（様式７） 

 貴自治体において開催する連絡調整委員会及び検討部会の開催回数、メンバー、議題

等を記載して翌年度の４月末までに遅滞なく、厚生労働省精神・障害保健課に提出して

下さい。 

 

２．各報告様式の流れ 

（１）関係機関への様式の配布と記載の説明 

関係各機関に該当する報告様式と記載マニュアルを配布して下さい。すなわち、 

・様式１と医療施設向けマニュアルは、各医療機関へ、 

・精神医療相談事業を実施している場合は、様式４と受診前相談向けマニュアルを当

該事業の窓口機関へ、 

・精神科救急情報センター事業を実施している場合は、様式５と受診前相談向けマニ

ュアルを当該事業の窓口機関へ、それぞれ配布して下さい。 

 

（２）報告様式への記録と年報の集計 

 各医療施設には様式１を、受診前相談窓口には様式４、５を、順次記録してもらいま

す。 

様式１については、１か月分のデータが揃ったところで、翌月の第２週末頃を目途に、

行政担当者へ提出してもらいます。受け取った行政担当者は、各医療施設からの様式１

の合計値を転記して、様式２（月報（集計表））を作成します。また、様式２の合計値

を転記して、様式３（全域年報）を作成します。 

様式４、５については、当該事業の窓口機関が毎月記録し、最新の累計版を翌月の第

２週末頃を目途に、行政担当者へ提出してもらいます。 

 

（３）厚生労働省への報告 
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 ここまでの手順が毎月遂行されれば、翌年度の初め頃には、当該年度の全データが書

き込まれた 様式２～５の完成版 が作成されます。また、当該年度当初における精神科

救急医療圏域情報を 様式６に記載して下さい。様式６は圏域の数だけシートがありま

すが、様式４および５は各１シートです。行政担当者は、当該年度１年間分の２～７の

様式を、翌年度の４月末までに遅滞なく、厚生労働省精神・障害保健課へ電子メールに

て提出 して下さい。 

 様式１は空床確保料等の支払いのための資料として、様式２は貴自治体内での本事業

の実績報告資料等としてご活用下さい。 

 

３．様式２、３、６、７の記載要領 

（１）報告の対象 

報告の対象となるのは、貴自治体が定める本事業の対象事例のうち、夜間および休

日日中に診療を開始した事例に限ります。本報告で定める夜間及び休日とは、本事

業実施要綱第３の４の（１）で定める通り、夜間とは午後５時から翌日午前８時 30

分まで（午前８時 30分に診療を開始した事例は含みません。）をいい、休日日中と

は、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日、年末年始の日、週休二

日制に伴う土曜日又はその振替日の午前８時 30分から午後５時まで（午後５時に診

療を開始した事例は含みません。）と定義します。この点を常にご確認願います。 

 

（２）「精神科救急医療体制整備事業・月報（集計表）」（様式２）の作成 

・貴自治体内の圏域名及び医療施設名を左端の列に記入して下さい。 

・各圏域内の医療施設から毎月第２週末頃に報告される様式１の完成版（１か月分の

データ）のうち、各列の合計値を、様式２の中の各医療施設の行に転記して下さい。 

・転記する項目は、様式１の項目と全く同じです。 

・様式１の提出が遅れる医療施設があれば、督促して下さい。また、「受診時間帯」、

「受診経路」、「帰結」のそれぞれの合計数と受診時間帯別の合計数が月間の受診者

総数と一致しない場合は、医療施設に問い合わせて下さい。 

 

（３）「精神科救急医療体制整備事業・全域年報」（様式３）の作成 

 ・様式２の月報が完成したら、その都度、最終行の合計値を様式３の当該月の欄に転

記して下さい。 

 

（４）「精神科救急医療圏域情報」（様式６）の作成 

・まず、当該年度の ４月１日現在 、当該圏域内に含まれる市区町村名を「圏域内の

市区町村」欄に記載して下さい。 

・「精神科救急医療体制整備事業への参加の有無を問わず、自治体で把握している圏

域内の医療機関数」については、精神科救急体制整備事業への参加の有無を問わず、

自治体で把握している圏域内の医療機関数を集計し、当該圏域の医療機関数をそれ

ぞれの医療施設区分毎（Ａ～Ｄ）に記載して下さい（集計上の要件は、自治体のご

判断となります）。 

・「Ｄの集計における具体的な要件」については、Ｄの診療所数において、集計上の

具体的な要件をご入力ください（記入例：●●科を標榜する診療所数の合計）。 

・「応急入院指定病院数」を記載して下さい。 

・圏域内の「精神科救急医療体制整備事業参画施設名」を列記し、各施設が所在する
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市区町村名を記載して下さい。市区町村名以外のデータは不要です。 

・次に、参画する各施設の、「医療施設区分」、「設置主体」、「施設類型」の区分につい

て、以下のとおり、それぞれ該当する項目に半角数字の１を入力してください。 

・医療施設区分は次のとおりです（複数回答不可）。 

Ａ:大学附属病院（※１）、Ｂ:大学附属病院以外の総合病院（※２）、Ｃ:それ以外の

病院、Ｄ:診療所 
 

（※１）国立大学法人を含む  

（※２）内科、外科、産婦人科、眼科および耳鼻咽喉科を有する 100 床以上の 

病院（医師 16：１、看護職員３：１、薬剤師 70：１） 
 

・設置主体は次のとおりです（複数回答不可）。 

①：公的病院（開設者が国、公的医療機関、社会保険関係団体）（※３）、②：①以外

の指定病院（※４）、③：①以外の非指定病院」 
 

（※３）開設者における分類区分の詳細については、様式６の参考資料をご参照 

ください。 

（※４）精神保健福祉法第 19 条の８に基づく指定を受けた精神科病院を指します。 
 

・「各医療施設の本事業における類型」は次のとおりです（複数回答可）。 

「常時対応型施設」「病院群輪番型施設」「身体合併症対応施設」「外来対応施設」の

中から選択して下さい。同一施設が複数の類型に指定されている場合もあります。 

※ 外来対応施設とは、診療所のように入院設備を持たないか、あるいは入院設備は

あっても本事業では外来診療のみに限定している医療施設を指し示します。入院と

外来の双方に対応できる施設の場合は、常時対応型施設又は病院群輪番型施設のい

ずれかを選択してください。 

※ 常時対応型施設と病院群輪番型施設の重複は、常時対応型施設でありながら、病

院群輪番型施設として当番表にも参加する場合に重複選択してください。 

 

（５）「精神科救急医療体制整備事業・連絡調整委員会運営事業年報」（様式７）の作成 

 ・貴自治体において当該年度内に開催した連絡調整委員会及び検討部会の協議内容等

について、年報を作成していただきます。No.１～３の報告項目については、該当

するものに「○」を付し、名称・回数等記載が必要な場合は記載してください。No.

４の報告項目については、連絡調整委員会等において議論された内容をそれぞれ具

体的に記載してください。 
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